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ま え が き 

 

2014（平成 26）年に過労死等防止対策推進法が制定されてから 10 年が経過した。この間、

過労死等防止対策大綱の改定（「過労死等の防止のための対策に関する大綱」2024（令和 6）年 8 月 2 日）

をはじめ、働き方改革による労働基準法や労働安全衛生法等の改正（2018（平成 30）年 7 月 6 日）

が行われた。さらに、労災認定については、脳・心臓疾患認定基準並びに精神障害認定基準

の改定が行われ（「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準につ

いて」2021（令和 3）年 9 月 14 日, 基発 0914 第 1 号。「心理的負荷による精神障害の認定基準について」2023

（令和 5）年 9 月 1 日, 基発 0901 第 2 号）、長時間労働等による過重負荷の予防・抑制や適正な労

災認定の確保に向けて、制度政策上様々な取組みが進められてきた。 

しかし、直近の過労死等の統計資料（「令和 5 年度「過労死等の労災補償状況」」2024（令和 6）年 6

月 28 日発表）を見ると、過去 5 年間において、脳・心臓疾患事案の決定件数、支給決定件数は

概ね横ばいで推移しているものの、令和 5 年度の請求件数は千件を超えるに至った。また、

精神障害事案については、2023（令和 5）年度において、請求件数は 3,500 件超、決定件数

は 2,500 件超、支給決定件数は 900 件弱と、いずれも過去 5 年間と同様に、前年度の件数を

上回る件数を記録している傾向にある。制度政策は進展が見られるものの、いわゆる過労死

等は依然として生じている。したがって、今後も過労死等予防対策推進に寄与すべく、調査

研究をさらに前に推し進めていく必要がある。 

当機構では 2017（平成 29）年度より、労働安全衛生総合研究所との共同研究として過労

死等の予防対策研究を社会科学分野からアプローチし行ってきた。同研究所が保有する資料・

情報量は膨大であり、社会科学分野の視点を以って検討すべき論点は多岐に亘る。研究成果

を一つ一つ積み重ね、政策や実務に有益な貢献を継続していく必要がある。 

本書における研究成果は積み重ねの一つである。本書が政策面・実務面において参照され、

長時間労働や過重負荷に起因する過労死等の予防・抑制の取組みへの手掛かりとなれば幸い

である。 

 

2024 年 11 月 

独立行政法人 労働政策研究 ･ 研修機構 

理事長  藤 村 博 之 

  



 

 

 

執筆担当者（初出順） 

氏 名 所 属 担 当 

池添
いけぞえ

 弘邦
ひろくに

 労働政策研究・研修機構 統括研究員 調査研究の概要 

高見
た か み

 具
とも

広
ひろ

 労働政策研究・研修機構 主任研究員 本論 

 

プロジェクト研究「多様な働き方と処遇に関する研究」 

サブサブテーマ「多様な働き方と労働時間等職場管理の在り方に関する調査研究」 

メンバー（五十音順） 

 

池添 弘邦 労働政策研究・研修機構 統括研究員 

小倉 一哉 早稲田大学商学学術院  教授 

高見 具広 労働政策研究・研修機構 主任研究員 

藤本 隆史 労働政策研究・研修機構 リサーチアソシエイト 

 

  



 

 

 

目 次 

 

調査研究の概要 ·································································· 1 

本論 脳・心臓疾患の労災認定事案における拘束時間、勤務間インターバルの分析 ·········· 4 

１．目的 ······································································ 5 

２．方法 ······································································ 7 

（１）分析対象 ······························································ 7 

（２）分析方法 ······························································ 8 

３．結果 ······································································ 9 

（１）労働時間の状況 ························································ 9 

1）時間外労働時間 ....................................................... 9 

2）始業・終業時刻の分布 ................................................ 12 

（２）拘束時間の状況 ······················································· 15 

1）1 勤務あたりの拘束時間 .............................................. 15 

2）1 か月あたりの拘束時間 .............................................. 17 

3）労働時間に対する拘束時間の比率 ...................................... 18 

（３）勤務間インターバルの状況 ············································· 20 

1）事案ごとの平均値 .................................................... 20 

2）勤務間インターバルの確保に係る状況 .................................. 22 

４．考察 ····································································· 24 

５．結論 ····································································· 25 

参考文献 ····································································· 25 



 

－1－ 

調査研究の概要1 

 

１．調査研究の趣旨・目的 

本研究は、独立行政法人 労働者健康安全機構 労働安全衛生総合研究所 過労死等防止調査

研究センター（以下、「過労死研究センター」という。）との共同研究の成果である。 

過労死研究センターは、主に医学や産業保健衛生の見地から過労死等の過重な業務負担に

よる健康障害の防止対策の調査研究を行っている。当機構は、社会学や法律学の社会科学的視

点を盛り込む形で過労死等防止の共同研究を過労死研究センターとともに行うこととし、こ

れに参画している（なお、労働安全衛生総合研究所は、近年、社会労働衛生研究部門を設置し、

定量的定性的調査手法を以て、過労死等防止の調査研究を行っている。）。一方、当機構として

も、一般的調査手法では窺い知ることが難しい長時間労働等過重負荷の発生要因について、過

労死研究センターが保有する行政資料（労災の調査復命書およびその付属資料）から詳細な探

索を行うことが可能となるため、労働時間研究プロジェクトに資すると考え、プロジェクト研

究の一部と位置付け、共同研究を行っている。 

本研究は、過労死・過労自殺等の業務上災害が、なぜ、どのようにして発生するのかを、労

働や職場の視点、すなわち、職務遂行や職場管理等について社会科学的視点から明らかにする

ことを目的とする。具体的には、労働時間の長さや在り方に着目しつつ、その背景には様々な、

職場・業務の事情や物理的・心理的負荷が複雑に絡み合って、過重労働を通じた過労死・過労

自殺等の業務上災害が生じていると考えられるところ、労災認定事案における業務上災害発

生の主な要因を明らかにし、さらに、集積した事案の類型化などを試みようとするものである。 

なお、以下本書では、脳・心臓疾患事案を「脳心事案」と、精神障害事案を「精神事案」と

表記する場合がある。また、それぞれの労災認定基準2の表記に従い、脳心事案については「発

症」と、精神事案については「発病」と表記する。 

 

２．調査研究の実施方法 

（１）調査研究の実施者（共同研究者） 

池添弘邦（当機構統括研究員）、高見具広（当機構主任研究員）、藤本隆史（当機構リサーチ

アソシエイト）。 

 

（２）調査研究の期間 

2021（令和 3）年度から 2023（令和 5）年度までの 3 年間（過労死研究センターにおける

 
1 本研究の経緯、意義、方法については、JILPT 資料シリーズ No.223『過重負荷による労災認定事案の研究 

その 1』（2020）https://www.jil.go.jp/institute/siryo/2020/223.html の「序章」を参照されたい。 
2 「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について」（2021（令和

3）年 9 月 14 日，基発 0914 第 1 号）、「心理的負荷による精神障害の認定基準について」（2023（令和 5）年 9 月

1 日，基発 0901 第 2 号）。 

https://www.jil.go.jp/institute/siryo/2020/223.html
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調査研究の第三期）。本資料シリーズに掲載の研究成果は、上記 3 年間のうちの 3 年目、2023

（令和 5）年度分のものである。 

 

（３）調査研究の方法 

過労死研究センターは、国から、過労死・過労自殺等の脳・心臓疾患、精神障害に関する行

政資料（労働基準監督署において認定・判断が行われた資料（調査復命書等資料））を提供さ

れ、保有し、調査研究に活用している。当機構側共同研究者 3 名（池添、高見、藤本）も、上

記行政資料の記述並びにその記述を基に過労死研究センターにおいて作成されたデータベー

スを活用し、調査研究を行っている。 

 

３．調査研究結果の概要 

2023（令和 5）年度の研究成果として、当機構側共同研究者（高見）は、 

①労災認定された脳・心臓疾患事案の過重負荷について、時間外労働の長さだけではなく、休

息時間の確保にかかわる拘束時間の長さや、勤務と勤務の間にある休息時間（勤務間インタ

ーバル）の状況を分析することを通じて、労働者に健康の悪化をもたらした労働環境を考察

することを目的に分析を行った。 

②分析の方法として、2010（平成 22）年度から 2020（令和 2）年度における脳・心臓疾患の

労災認定事案のうち、「長期間の過重業務」が過重負荷として認定された事案を扱っている。

具体的には、「調査復命書」に付属する「労働時間集計表」の記録を、過労死等データベー

スの属性情報と接続したものを分析データとして使用し、労働時間集計表データに欠損が

ない 2,266 事案を分析対象としている。 

③分析の結果は以下のとおりである。 

・一勤務あたり平均の拘束時間については、16 時間以上の事案が 8.2%となっている。特に、

「漁業」、「運輸業、郵便業」等の業種や、「農林漁業従事者」、「輸送・機械運転従事者」、

「保安職業従事者」等の職種で、一勤務あたりの拘束時間が長い。 

・1 か月あたりの拘束時間は、平均 313.93 時間であり、320 時間以上の事案が 32.9%を占

めている。特に、「農林業」、「漁業」、「運輸業、郵便業」、「宿泊業、飲食サービス業」等

の業種や、「農林漁業従事者」、「輸送・機械運転従事者」、「保安職業従事者」、「サービス

職業従事者」等の職種で、1 か月あたりの拘束時間が長い。これらの業種・職種では、労

働時間に対する拘束時間の比率も高い傾向にある。 

・勤務間インターバルについては、9 時間未満の日の事案が 12.3%あり、9～11 時間未満の

事案を合わせると、11 時間未満の日の事案は 36.9％であった。9 時間未満の日の事案が

占める割合は、「漁業」、「運輸業、郵便業」等の業種や、「農林漁業従事者」、「輸送・機械

運転従事者」等の職種で高くなっている。9～11 時間未満の日の事案を合わせると、11 時

間未満の日の事案が占める割合は、上記の業種・職種に加え、「情報通信業」、「学術研究、
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専門・技術サービス業」、「宿泊業、飲食サービス業」等の業種や、「サービス職業従事者」

等の職種でも高いことが分かった。 

④本研究で対象とした事案は、長時間労働以外にも、拘束時間の長い勤務、勤務間インターバ

ルの短い勤務が一定程度あることが特徴的である。このような働き方は、労働者の休息時間

を制約し、ひいては労働者の健康に悪影響を及ぼすものである。また、拘束時間、勤務間イ

ンターバルの状況には、業種・職種による差があり、特定の業種・職種で課題があることも

分かった。労働者の健康確保のためには、長時間労働の是正はもちろん、それと同時に、休

息時間の確保にも留意して、働き方を見直す必要があるといえる。  
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本論 脳・心臓疾患の労災認定事案における拘束時間、勤務間インターバル

の分析 

 

＜研究要旨＞ 

【目的】脳・心臓疾患の労災認定事案における過重負荷に関し、時間外労働の長さだけで

なく、休息時間の確保に関わる、拘束時間や勤務間インターバルの状況を分析することで、

労働者の健康悪化をもたらした労働環境を考察することを目的とする。 

【方法】2010（平成 22）年度～2020（令和 2）年度における脳・心臓疾患の労災認定事

案のうち、「長期間の過重業務」が過重負荷として認定された事案を扱う。具体的には、「調

査復命書」に付属する「労働時間集計表」の記録を、過労死等データベースの属性情報と接

続したものをデータとして使用し、労働時間集計表データに欠損がない 2,266 事案を分析対

象とした。 

【結果】1 勤務あたり平均の拘束時間は、16 時間以上の事案が 8.2%を占める。「漁業」、

「運輸業、郵便業」等の業種や、「農林漁業従事者」、「輸送・機械運転従事者」、「保安

職業従事者」等の職種で 1 勤務あたりの拘束時間が長い。1 か月あたりの拘束時間は、平均

313.93 時間であり、320 時間以上の事案が 32.9%を占める。「農林業」、「漁業」、「運輸

業、郵便業」、「宿泊業、飲食サービス業」等の業種や、「農林漁業従事者」、「輸送・機

械運転従事者」、「保安職業従事者」、「サービス職業従事者」等の職種で、1 か月あたり

の拘束時間が長い。これらの業種・職種では、労働時間に対する拘束時間の比率も高い傾向

にある。勤務間インターバルは、9 時間未満の日が 12.3%あり、9～11 時間未満を合わせる

と、11 時間未満の日は 36.9％である。9 時間未満の日が占める割合は、「漁業」、「運輸

業、郵便業」等の業種や、「農林漁業従事者」、「輸送・機械運転従事者」等の職種で高い。

9～11 時間未満の日を合わせると、11 時間未満の日が占める割合は、上記の業種・職種に加

え、「情報通信業」、「学術研究、専門・技術サービス業」、「宿泊業、飲食サービス業」

等の業種や、「サービス職業従事者」等の職種でも高い。 

【考察】本研究で対象とした事案は、長時間労働以外にも、拘束時間の長い勤務、勤務間

インターバルの短い勤務が一定程度あることに特徴がある。こうした働き方は、労働者の休

息時間を制約し、健康に悪影響を及ぼすものである。また、拘束時間、勤務間インターバル

の状況には、業種・職種による差があり、特定の業種・職種で課題が大きい。 

【この研究から分かったこと】労働者の健康確保のためには、長時間労働の是正は当然の

ことであるが、同時に、休息時間の確保にも留意して、働き方を見直す必要がある。 

【キーワード】脳・心臓疾患の労災認定事案、拘束時間、勤務間インターバル 
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１．目的 

本研究は、過労死等の労災認定事案における被災者の就業状況について検討し、健康を損な

う長時間労働の態様について考察する。 

厚生労働省『令和 5 年度 過労死等の労災補償状況』によると、過労死等の労災認定件数は、

近年も多くを数えている。脳・心臓疾患に係る労災請求件数は、近年、700 件台後半から 900

件台前半の間で推移している。認定（支給決定）件数は、近年、200 件前後で推移し、2023（令

和 5）年度は 216 件となっている。精神障害は、請求件数、認定件数が増加傾向にあり、2023

（令和 5）年度の認定件数は 883 件となっている。 

過労死等は、業種・職種による件数の差が大きく、仕事・職場環境をはじめとした背景要因

の解明と防止策が喫緊の課題となっている 1)。業種・職種による差の背景には、長時間労働等

の労働負荷の違いが関わると考えられる。 

脳・心臓疾患の労災認定では、労働時間の長さが重要な評価要素である。労災認定基準では、

発症直前から前日までの間における「異常な出来事」、発症前おおむね 1 週間など、発症に近

接した時期における「短期間の過重業務」のほか、発症前の長期間にわたって、著しい疲労の

蓄積をもたらす特に過重な業務に就労したとする「長期間の過重業務」として、発症前おおむ

ね 6 か月間の時間外労働が評価要素となっている。具体的には、発症前 1 か月間におおむね

100 時間または発症前 2 か月間ないし 6 か月間にわたって、1 か月あたりおおむね 80 時間を

超える時間外労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が強いと評価される。 

脳・心臓疾患の労災認定事案の中で長時間労働の事案は大きな割合を占める。厚生労働省

『過労死等の労災補償状況』によると、2023（令和 5）年度の脳・心臓疾患の労災認定（支給

決定）216 件のうち、評価期間 1 か月又は評価期間 2～6 か月における 1 か月平均の時間外労

働が 80 時間以上の事案は 147 件であり、約 68.1％にのぼる。長時間労働の是正は、過労死等

防止のためにきわめて重要である。 

その上で、近年、「長さ」にとどまらない労働時間の様々な側面が、健康被害の観点から着

目される。脳・心臓疾患の労災認定基準は 2021（令和 3）年 9 月に改正された。改正のポイ

ントは、「長期間の過重業務」関連では、①長期間の過重業務の評価にあたり、労働時間と労

働時間以外の負荷要因を総合評価して労災認定することを明確化したこと、②労働時間以外

の負荷要因を見直し、勤務時間の不規則性に関して、「拘束時間の長い勤務」、「不規則な勤務・

交替制勤務・深夜勤務」のほかに、「休日のない連続勤務」、「勤務間インターバルが短い勤務」

が追加されたことなどがあげられる。 

労働時間以外の負荷要因、特に勤務時間の不規則性に関する「拘束時間の長い勤務」、「休日

のない連続勤務」、「勤務間インターバルが短い勤務」、「不規則な勤務・交替制勤務・深夜勤務」

の評価基準について、労災認定基準では以下のように示される。 

「拘束時間の長い勤務」については、「拘束時間数、実労働時間数、労働密度（実作業時間

と手待時間との割合等）、休憩・仮眠時間数及び回数、休憩・仮眠施設の状況（広さ、空調、
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騒音等）、業務内容等」から負荷の程度が評価される。「休日のない連続勤務」については、「連

続労働日数、連続労働日と発症との近接性、休日の数、実労働時間数、労働密度（実作業時間

と手待時間との割合等）、業務内容等」から負荷の程度が評価される。「勤務間インターバルが

短い勤務」については、「勤務間インターバルが短い勤務の程度（時間数、頻度、連続性等）、

業務内容等」が評価される。なお、長期間の過重業務の判断に当たっては、勤務間インターバ

ルがおおむね 11 時間未満の勤務の有無、時間数、頻度、連続性等について評価される。「不規

則な勤務・交替制勤務・深夜勤務」については、「予定された業務スケジュールの変更の頻度・

程度・事前の通知状況、予定された業務スケジュールの変更の予測の度合、交替制勤務におけ

る予定された始業・終業時刻のばらつきの程度、勤務のため夜間に十分な睡眠が取れない程度

（勤務の時間帯や深夜時間帯の勤務の頻度・連続性）、一勤務の長さ（引き続いて実施される

連続勤務の長さ）、一勤務中の休憩の時間数及び回数、休憩や仮眠施設の状況（広さ、空調、

騒音等）、業務内容及びその変更の程度等」から評価される。 

過労死等をなくすためには、健康被害をもたらす過重労働の状況を多角的に研究する必要

がある。 

経済・社会のサービス化、グローバル化、情報通信技術の発展等の変化を受けて、働き方が

多様化する中、過重労働の研究においては、労働時間の長さだけではなく、睡眠等の休息時間

を確保できるかにも着目する必要がある。そして、休息時間確保の観点からは、就業時間帯、

拘束時間の長さ、勤務間インターバル、休日取得等の状況を分析する意義がある。 

就業時間帯について、総務省『社会生活基本調査』によると、男性では、18 時以降の夕方・

夜間の時間帯の就業割合が、1996 年までと比べて、2006 年、2016 年で高い傾向が見られ、

22 時から朝 5 時までの時間帯の就業割合も趨勢的に増加傾向にある。女性でも、18 時から 21

時という夕方以降の就業割合が、1996 年と比べて、2006 年、2016 年で、やや増加傾向にあ

る。夕方・夜間の就業者割合の増加は、主に労働需要側の要因によって進んできた。夕方・夜

間勤務、シフト勤務、休日勤務など「標準的でない就業スケジュール」について、働く者の健

康、家庭生活、子どもへの負の影響が研究されてきた 2)-4)。 

勤務間インターバルも、休息時間確保の観点から注目される。勤務間インターバルとは、1

日の勤務終了後、翌日の出勤時間までの間に、一定時間以上の休息時間（インターバル）を設

けることで、働く者の生活時間や睡眠時間を確保する制度である。2018 年に成立した働き方

改革関連法では、勤務間インターバル制度導入が企業の努力義務となっている。疫学の既存研

究では、勤務間インターバルによって、睡眠の量・質、メンタルヘルス、疲労、業務パフォー

マンスが影響を受けることが示される 5)-6)。 

労災認定事案について、これまで労働時間が様々な観点から分析されてきた。たとえば、精

神障害の自殺事案において、月単位の労働時間が分析され、長時間労働のパターンが析出され

ている 7)。また、就業スケジュールについては、運輸業におけるトラックドライバーの運行パ

ターンについて、「連続運行タイプ」、「連続勤務タイプ」、「短休息期間タイプ」、「日勤と夜勤
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の混合と不規則勤務タイプ」、「日勤型・通常タイプ」、「早朝出庫型・通常タイプ」、「早朝出庫

型・不規則タイプ」、「夜勤型・通常タイプ」という類型化がなされている 8)。介護サービス業

における、夜勤、拘束時間、連続勤務の状況に関する研究も行われている 9)。また、脳・心臓

疾患事案の「労働時間以外の負荷要因」に該当する事案、そのうち「不規則な勤務」に該当す

るいくつかの事案について、労働時間集計表データに基づいて、発症前 6 か月間の始業・終業

時刻の分布が分析され、始業・終業時刻ともに時差（ばらつき）が大きいことが示されてい

る 10)。さらには、精神障害「極度の長時間労働」事案について、発病前 1 か月間の各日の就

業状況が検討され、長時間労働事案では、深夜勤務や不規則勤務、連続勤務が少なくなく、労

働者の健康状態の悪化につながったと示唆された 11)。こうしたいくつかの研究はあるものの、

特定の業種や事案特性に限定せず、就業時間帯や拘束時間等を統計的に解析し、労災認定事案

における被災者の勤務状況を解析する研究は、十分に行われていない 12)。 

本研究は、上記の問題意識をもとに、前年度の研究に引き続き 12)、分析対象をアップデー

トし、脳・心臓疾患の労災認定事案における就業スケジュールを解析する。その際、本年度の

研究は、拘束時間及び勤務間インターバルの状況を分析することに焦点をあてる。また、前年

度の研究とはデータ処理の方法を変更した部分もある。対象とする事案は、以下で述べるよう

に長時間労働の事案が多くを占めているが、本研究は、健康被害をもたらした勤務状況につい

て、労働時間の長さにとどまらず、休息時間の確保に関わる拘束時間や勤務間インターバルの

状況を多角的に分析することにより労働者の健康悪化をもたらした労働環境を考察すること

を目的とするものである。 

 

２．方法 

（１）分析対象 

2010（平成 22）年度～2020（令和 2）年度における脳・心臓疾患の労災認定事案のうち、

「長期間の過重業務」が過重負荷として認定された事案を分析で扱う。 

長期間の過重業務の評価は、発症前 1 か月間の時間外労働、もしくは、発症前 2 か月間な

いし 6 か月間（発症前 2 か月間、発症前 3 か月間、発症前 4 か月間、発症前 5 か月間、発症

前 6 か月間のいずれかの期間）の時間外労働が評価される。本研究は、労働時間集計表の記録

を分析に使用することから、労災認定において長期間の過重業務としての評価がされた期間

（以下「評価期間」という。事案によって発症前 1 か月間～6 か月間の間に分布する。）にお

ける被災者の勤務状況を分析する。 

なお、勤務状況を分析するにあたり、労災認定の評価項目（「不規則な勤務」等の「労働時

間以外の負荷要因」評価の有無）に基づく分析対象の限定は行っていない。 

脳・心臓疾患の 2010（平成 22）年度から 2020（令和 2）年度の労災認定事案の属性的な特

徴は、労働安全衛生総合研究所において集計されている 13)。本研究は、その中から、扱う変数

に欠損がない事案をもとにデータを構築し、労働時間の長さ（時間外労働時間）以外に焦点を
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当てて、被災者の疾患発症前の勤務状況について分析を行う。 

 

（２）分析方法 

本研究では、労災認定判断のために労働基準監督署が作成する「調査復命書」に付属する「労

働時間集計表」のデータを、過労死等データベースに登録されている属性情報と接続すること

で、分析のためのデータを構築した。 

労働時間集計表では、事案によって相違はあるものの、発症前 6 か月間における各日の始

業・終業時刻及び拘束時間、労働時間、時間外労働時間が記録されている。認定基準に直接関

わる月間の時間外労働時間数以外にも、各日の勤務状況に関する情報を得ることができる。労

働時間集計表データを属性データと接続することによって、被災者の個人属性や業務特性（業

種、職種）等による勤務状況の差異について分析することが可能となる。 

労働時間集計表は、発症前 6 か月のうち評価期間の記録を活用し、それを超える分の記録

は活用しない。その上で、まず、①労働安全衛生総合研究所の過労死等データベースに基づく

属性データと、②各事案の評価期間における各日についての労働時間集計表の記録（1 事案で

最大 180 日分）を接続した。 

労働時間集計表の記録に欠損が認められるケースは、本研究の集計に用いない。労働時間集

計表データの欠損を判断する上で、下記の欠損値処理を行ってデータを整えた。 

まず、各事案の評価期間について発症日から遡る形で各日の情報を整序した。整序した上で

日付（月・日）の情報に欠損等が認められる事案は分析対象外とした。 

次に、始業・終業時刻についてデータクリーニングを行った。始業時刻、終業時刻の両方も

しくは片方に 0 時 0 分と記録されており、当該日の拘束時間の記録状況から拘束時間がない

と判断される場合（0 分もしくは記録なしの場合）は、始業・終業時刻の両方の記録を無効と

し、「記録なし」（NA）として扱った。 

始業・終業時刻の両方が 0 時 0 分と記録されている、もしくは記録がない日で、拘束時間

が 24 時間 0 分と記録されている場合、その日は 24 時間拘束されているものと見做し、始業

時刻 0 時 0 分、終業時刻 24 時 0 分として扱った。始業・終業時刻の両方が 0 時 0 分と記録さ

れているが、拘束時間の記録が 24 時間でない場合は、始業・終業時刻が特定できないことか

ら、始業・終業時刻は欠損値扱い（NA）とした。 

始業・終業時刻の片方が「記録なし」である場合、以下のようにデータ処理を行った。まず、

始業時刻の記録がなく、終業時刻と拘束時間に同じ時間が記録されている場合、始業時刻を 0

時 0 分とした。終業時刻の記録がなく、24 時間 0 分から拘束時間を引いた数値が始業時刻と

一致する場合、終業時刻は 24 時 0 分とした。始業・終業時刻の片方が記録されているが、拘

束時間と労働時間の両方の記録がない、もしくは両方 0:00 の場合、その日は非勤務日と見做

し、記録されている始業時刻もしくは終業時刻は記録なし（NA）として扱った。 

上記の処理を行った上で、始業時刻、終業時刻のどちらかに記録なしの日を含む事案は、分
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析対象外とした。あわせて、始業・終業時刻の記録が少ない事案は、その統計量の信頼性に疑

義が持たれることから、各事案の評価期間における 2/3 以上の日（たとえば、評価期間 1 か月

の事案については 20 日以上）について始業・終業時刻の記録がない事案も、分析対象から除

外した。 

本研究では、始業時刻と終業時刻の記録をもって、始業時刻と終業時刻の間を「1 勤務」と

して扱い、暦日単位ではなく、勤務単位で始業時刻・拘束時間・インターバル等の分析を行っ

ている。たとえば、7 時～16 時の勤務があった同じ日の 23 時に次の始業時刻が記録されてい

ることがある。こうした就業スケジュールは、暦日単位での集計では扱いきれないものであり、

本研究では上記事例を 2 つの勤務として扱い、始業時刻、拘束時間、勤務間インターバルの算

出の際の単位としている。 

始業時刻から終業時刻までの勤務を、暦日の区切りにかかわらず扱うにあたり、1 勤務が複

数日におよぶ事案について、暦日単位で記録されている例が多く見られることから、下記のデ

ータ処理を行った。暦日単位で記録されている終業時刻と次の勤務の始業時刻との間のイン

ターバル時間が 0 のケース（たとえば、終業時刻が 24:00 で、翌日の始業時刻が 0:00 と記録

されている事案）をはじめとして、前の勤務の終業時刻の記録と次の勤務の始業時刻の記録と

の間隔が 1 時間以下の場合は、実質的に勤務が連続していると見做して、当該始業・終業時刻

（上記の例では 24:00 と 0:00）は集計に使用せず、その一連の勤務が終了する日・時刻（○

月○日○時○分）を当該勤務における終業時刻と見做した。1 勤務の終了は、次の勤務開始と

のインターバルが 1 時間超あいていることをもって判断した。限界はあるものの、こうした

データ処理で、複数日にまたがる連続勤務について、1 勤務あたりの始業・終業時刻及び拘束

時間を計測する方法をとった。 

 

３．結果 

（１）労働時間の状況 

1）時間外労働時間 

以下で分析対象とする事案数は 2,266 である。対象事案における時間外労働時間を示す（図

表 1-1）。数値は、各事案において評価期間における 1 か月あたりの時間外労働時間（平均）

を算出し、それを集計したものである。分析対象の事案において、1 か月あたりの時間外労働

時間の平均は 108.90 時間、標準偏差は 32.22 であった。時間外労働時間別の事案割合は、80

時間未満の事案が 7.6%、80～100 時間未満の事案が 39.5%、100～120 時間未満の事案が

25.8%、120 時間以上の事案が 27.1%であった。 

図表 1-1 では、性別、発症時年齢別、業種別、職種別、評価期間別に時間外労働時間の傾向

を示している。業種別では、「鉱業、採石業、砂利採取業」の事案数がきわめて少ないため、

その結果は表示していない。評価期間別の集計は、認定期間に基づく事案種別に時間外労働時

間を集計したものであり、全対象事案の各期間（発症前 1 か月～6 か月）における平均値を示
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すものではない。図表 1-3,1-4,1-5,1-6,1-7,1-9 も同様である。 

以下の図表 1-1,1-3,1-4,1-5,1-6,1-7,1-9 では、主に業種・職種による傾向の違いを読む。図

表 1-1 の 1 か月あたりの時間外労働時間を見ると、時間外労働時間の平均は、「漁業」（144.99

時間）、「農林業」（127.44 時間）、「生活関連サービス業、娯楽業」（116.69 時間）、「宿泊業、

飲食サービス業」（115.36 時間）等で高く、こうした業種では、120 時間以上の事案が占める

割合も高い。職種別では、「農林漁業従事者」（137.31 時間）、「サービス職業従事者」（116.17

時間）、「保安職業従事者」（115.49 時間）等で長い。ただ、時間外労働時間数の平均値はどの

業種・職種でも 100 時間を超えており、長時間労働事案であることは共通した特徴と言える。 

評価期間別に見ると、発症前 1 か月で評価されている事案では、時間外労働時間の平均値

は 129.42 時間であり、分布を見ても、100～120 時間未満が 42.0%、120 時間以上が 50.6%

であるなど、時間外労働が長い事案が多い傾向にある。労災認定基準との関係が考えられる。 
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図表 1-1 1 か月あたりの時間外労働時間 

 

  

80時間未満 80～100時間未満 100～120時間未満 120時間以上

108.90 32.22 7.6% 39.5% 25.8% 27.1% 2266

男性 108.92 32.35 7.6% 39.7% 25.6% 27.1% 2163

女性 108.67 29.51 7.8% 35.9% 30.1% 26.2% 103

29歳以下 111.13 32.85 5.7% 39.6% 30.2% 24.5% 53

30～39歳 108.01 32.88 6.8% 40.9% 28.3% 24.0% 279

40～49歳 108.22 31.56 7.2% 40.2% 26.4% 26.2% 789

50～69歳 109.28 31.88 7.8% 39.1% 24.9% 28.3% 849

60歳以上 110.09 34.27 9.1% 37.8% 24.0% 29.1% 296

農林業 127.44 36.64 0.0% 25.0% 16.7% 58.3% 12

漁業 144.99 60.64 0.0% 20.0% 26.7% 53.3% 15

建設業 109.29 31.72 6.5% 36.3% 32.1% 25.1% 215

製造業 105.50 31.63 12.0% 38.7% 27.7% 21.7% 300

電気・ガス・熱供給・水道業 102.29 38.53 33.3% 33.3% 0.0% 33.3% 6

情報通信業 103.17 28.16 5.2% 48.1% 33.8% 13.0% 77

運輸業，郵便業 107.77 29.06 7.5% 39.6% 26.1% 26.9% 629

卸売業，小売業 106.69 30.02 8.6% 42.8% 22.8% 25.8% 360

金融業，保険業 109.19 26.55 8.3% 33.3% 16.7% 41.7% 12

不動産業，物品賃貸業 108.38 31.77 7.9% 44.7% 18.4% 28.9% 38

学術研究，専門・技術サービス業 112.04 32.33 6.0% 40.3% 22.4% 31.3% 67

宿泊業，飲食サービス業 115.36 35.68 4.5% 37.1% 25.0% 33.5% 224

生活関連サービス業，娯楽業 116.69 32.17 1.8% 30.9% 30.9% 36.4% 55

教育，学習支援業 102.79 25.26 10.0% 43.3% 30.0% 16.7% 30

医療，福祉 101.41 22.85 8.2% 49.2% 19.7% 23.0% 61

複合サービス事業 108.44 30.43 20.0% 0.0% 40.0% 40.0% 10

サービス業（他に分類されないもの） 113.87 42.94 5.8% 40.3% 21.4% 32.5% 154

管理的職業従事者 110.37 32.60 7.3% 39.1% 24.0% 29.6% 233

専門的・技術的職業従事者 106.97 30.63 8.5% 40.7% 25.8% 24.9% 329

事務従事者 103.33 24.93 8.8% 42.0% 31.5% 17.7% 181

販売従事者 108.40 31.57 7.3% 42.5% 23.2% 27.0% 259

サービス職業従事者 116.17 36.19 3.2% 37.3% 24.7% 34.8% 279

保安職業従事者 115.49 53.86 7.3% 40.0% 23.6% 29.1% 55

農林漁業従事者 137.31 51.16 0.0% 22.2% 22.2% 55.6% 27

生産工程従事者 105.38 33.78 15.3% 36.7% 26.0% 22.0% 150

輸送・機械運転従事者 107.49 28.41 7.4% 39.2% 26.7% 26.7% 592

建設・採掘従事者 108.43 30.18 7.6% 35.9% 32.6% 23.9% 92

運搬・清掃・包装等従事者 104.38 29.15 7.2% 47.8% 17.4% 27.5% 69

1か月 129.42 33.21 0.4% 7.0% 42.0% 50.6% 941

2か月 93.46 18.04 8.8% 68.1% 15.2% 7.9% 624

3か月 92.83 22.54 10.5% 70.5% 11.1% 7.9% 190

4か月 93.27 20.24 10.4% 69.6% 7.4% 12.6% 135

5か月 95.59 24.33 20.2% 50.0% 16.3% 13.5% 104

6か月 97.44 28.38 21.3% 46.0% 17.3% 15.4% 272

n標準偏差平均値

注：各事案について評価期間における1か月あたりの時間外労働時間（平均）を算出し、集計している。
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2）始業・終業時刻の分布 

次に、就業時間帯を分析するため、各事案における平均始業・終業時刻を集計した。平均始

業・終業時刻の算出では、始業・終業時刻が 10 以上記録されている事案を集計対象とした

（n=2,240）。 

始業・終業時刻の平均値の算出において、時刻の単純な平均（直線的な時間構造を前提とし

た計算）の結果は、平均時刻として用いるには誤った平均値となる。そのため、1 日 24 時間

を単位とする円環的な時間構造において各観測値（時刻）からの偏差平方和を最小にする時点

を探索的に求める方法をとった。具体的には、指定した値から±12 時間（720 分）以内にな

るように変数を変換してから偏差平方和を計算する関数を定義し、各観測値からの偏差平方

和が最小になる値を探すことで、始業時刻の平均値を算出した。 

事案における平均始業・終業時刻の分布をヒストグラムとして示す（図表 1-2）。始業時刻

は 7～8 時台が突出しているなど、早朝～午前に分布の中心があるが、午後の時間帯や夕方・

夜間・深夜にも分布があることが確認される。終業時刻は、19～20 時台に分布の中心がある

が、深夜を含む様々な時間帯に分布している。 

 

図表 1-2 事案における平均始業・終業時刻の分布 
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ここで、各事案の就業時間帯を詳細に確認するため、平均始業時刻について、「0～4 時台」、

「5～6 時台」、「7～8 時台」、「9～11 時台」、「12～17 時台」、「18～23 時台」の 6 カテゴリー

で集計した（図表 1-3）。7～8 時台に平均始業時刻がある事案が半数近くを占めるものの

（44.5%）、その他の時間帯に平均始業時刻がある事案も確認される。18～23 時台（3.3%）、

0～4 時台（9.8%）に平均始業時刻がある事案もあり、その場合、深夜勤務を日常的に含む働

き方と考えられる。 
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図表 1-3 各事案における平均始業時刻 

 

  

0～4時台 5～6時台 7～8時台 9～11時台 12～17時台 18～23時台

9.8% 17.7% 44.5% 18.0% 6.7% 3.3% 2240

男性 9.9% 18.0% 44.5% 17.4% 6.8% 3.4% 2137

女性 6.8% 11.7% 43.7% 31.1% 4.9% 1.9% 103

29歳以下 1.9% 5.7% 50.9% 37.7% 1.9% 1.9% 53

30～39歳 4.3% 9.0% 51.1% 27.3% 6.5% 1.8% 278

40～49歳 6.2% 14.5% 47.4% 20.2% 8.3% 3.3% 784

50～69歳 13.5% 19.8% 43.9% 13.5% 6.1% 3.1% 834

60歳以上 15.1% 30.6% 30.6% 12.4% 5.5% 5.8% 291

農林業 16.7% 58.3% 16.7% 0.0% 0.0% 8.3% 12

漁業 91.7% 0.0% 0.0% 0.0% 8.3% 0.0% 12

建設業 0.5% 19.1% 70.2% 6.5% 2.8% 0.9% 215

製造業 4.7% 14.7% 64.7% 9.3% 4.3% 2.3% 300

電気・ガス・熱供給・水道業 0.0% 0.0% 83.3% 16.7% 0.0% 0.0% 6

情報通信業 0.0% 2.6% 26.0% 70.1% 1.3% 0.0% 77

運輸業，郵便業 23.4% 28.8% 25.2% 5.4% 10.4% 6.9% 608

卸売業，小売業 9.5% 16.2% 47.6% 19.5% 2.8% 4.5% 359

金融業，保険業 0.0% 0.0% 58.3% 41.7% 0.0% 0.0% 12

不動産業，物品賃貸業 0.0% 10.5% 50.0% 36.8% 2.6% 0.0% 38

学術研究，専門・技術サービス業 0.0% 0.0% 70.1% 29.9% 0.0% 0.0% 67

宿泊業，飲食サービス業 4.0% 11.6% 25.9% 42.9% 13.8% 1.8% 224

生活関連サービス業，娯楽業 3.6% 20.0% 47.3% 21.8% 7.3% 0.0% 55

教育，学習支援業 0.0% 3.3% 50.0% 46.7% 0.0% 0.0% 30

医療，福祉 0.0% 6.6% 65.6% 23.0% 4.9% 0.0% 61

複合サービス事業 0.0% 0.0% 90.0% 10.0% 0.0% 0.0% 10

サービス業（他に分類されないもの） 2.6% 15.0% 51.0% 17.6% 11.8% 2.0% 153

管理的職業従事者 1.3% 10.3% 72.5% 12.9% 1.7% 1.3% 233

専門的・技術的職業従事者 0.3% 3.0% 63.8% 30.7% 1.8% 0.3% 329

事務従事者 2.2% 10.5% 61.3% 24.9% 0.6% 0.6% 181

販売従事者 5.4% 14.0% 48.8% 24.4% 2.7% 4.7% 258

サービス職業従事者 4.7% 14.3% 29.4% 37.6% 12.2% 1.8% 279

保安職業従事者 1.9% 14.8% 33.3% 16.7% 29.6% 3.7% 54

農林漁業従事者 52.0% 32.0% 8.0% 0.0% 4.0% 4.0% 25

生産工程従事者 9.3% 14.7% 54.0% 8.7% 9.3% 4.0% 150

輸送・機械運転従事者 25.3% 32.7% 18.5% 4.9% 11.0% 7.5% 572

建設・採掘従事者 1.1% 27.2% 64.1% 4.3% 2.2% 1.1% 92

運搬・清掃・包装等従事者 14.9% 25.4% 47.8% 7.5% 4.5% 0.0% 67

1か月 10.1% 19.0% 42.0% 18.2% 7.3% 3.4% 921

2か月 9.3% 16.3% 47.8% 18.8% 5.5% 2.3% 621

3か月 7.4% 14.3% 48.1% 18.0% 10.1% 2.1% 189

4か月 10.4% 18.7% 41.0% 19.4% 6.0% 4.5% 134

5か月 10.6% 17.3% 44.2% 15.4% 7.7% 4.8% 104

6か月 10.7% 18.5% 44.3% 15.5% 5.5% 5.5% 271

注：各事案について評価期間における平均始業時刻を算出し、集計したものである。
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業種・職種別に始業時刻の分布の違いを見ると、0～4 時台の始業は、「漁業」（91.7%）で非

常に多く、「運輸業、郵便業」（23.4%）、「農林業」（16.7%）においても一定割合が該当する。

18～23 時台の始業は、「農林業」（8.3%）、「運輸業、郵便業」（6.9%）で、他業種に比べて多

い。職種別に見ると、0～4 時台の始業は「農林漁業従事者」（52.0%）で多く、「輸送・機械運

転従事者」（25.3%）、「運搬・清掃・包装等従事者」（14.9%）がそれに次ぐ。「輸送・機械運転

従事者」は、18～23 時台もやや多い（7.5%）。 

今後の研究では、不規則勤務等の実態を解明するため、始業・終業時刻の平均値のみではな

く、各事案における始業・終業時刻のちらばり等を含め、就業スケジュールの分析を行う必要

がある。 

 

（２）拘束時間の状況 

1）1 勤務あたりの拘束時間 

拘束時間は、始業時刻と終業時刻のデータをもとに算出した。労働時間集計表には、拘束時

間の記載欄（各日、各週、各月の拘束時間の記載欄）があり、その数値もあるが、本研究では、

始業時刻と終業時刻から計算される値をもって拘束時間と見做した。但し、始業時刻と終業時

刻の記録から計算される拘束時間が、拘束時間欄に記載の数値と比べて過少な場合は、始業・

終業時刻の記録に欠損があると見做し、集計対象から除外した。具体的には、始業・終業時刻

の記録から計算される 1 か月あたりの拘束時間が、拘束時間欄の記載をもとにした 1 か月平

均の拘束時間と比べて、10 時間超下回っている場合、拘束時間に関わる集計の対象外として

いる。逆に、始業・終業時刻から計算される拘束時間の数値が、拘束時間数欄に記載の数値よ

り大きい場合は、前者がより実態を反映していると考え、エラー扱いとしていない。 

まず、1 勤務あたりの拘束時間を分析する。本研究での「1 勤務」は、先に述べたように、

暦日の区切りに関わらず、始業時刻から終業時刻までの一連の勤務である。中には、労働時間

集計表の形式上、複数日にわたって勤務記録がつけられている連続勤務のケースがあるが、本

研究では、複数日におよぶ一連の勤務終了日・時刻までを「1 勤務」として扱った。 

1 勤務あたりの拘束時間の平均値の算出では、評価期間内に勤務（拘束時間）が 3 以上記録

されている場合に集計対象とした（n=2,262）。1 か月あたりの拘束時間の算出では、当該記録

数による集計対象の限定は行っていない。 

結果を示す（図表 1-4）。1 勤務あたりの拘束時間数の平均値は 14.82、標準偏差は 21.04 で

あった。「12 時間未満」～「16 時間以上」の 6 カテゴリーで事案数の割合を集計したところ、

1 勤務あたりの平均拘束時間が 12 時間未満の事案は 38.5%である一方、12～13 時間未満が

25.2%、13～14 時間未満が 17.2%、14～15 時間未満が 7.6%、15～16 時間未満が 3.3%、16

時間以上が 8.2%であるなど、1 勤務あたりの平均拘束時間が長い事案も一定数あった。 

業種別・職種別の集計結果について、平均値を見ると、業種別では、「漁業」（51.94 時間）、

「運輸業、郵便業」（19.89 時間）で、1 勤務あたりの拘束時間が長い。拘束時間 16 時間以上
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の割合も、「漁業」（46.7%）、「運輸業、郵便業」（19.8%）で高くなっている。職種別では、「農

林漁業従事者」（29.80 時間）、「輸送・機械運転従事者」（20.18 時間）、「保安職業従事者」（17.23

時間）で 1 勤務あたりの拘束時間が長い。16 時間以上の割合は、「保安職業従事者」（38.2%）、

「農林漁業従事者」（29.6%）で高い。 

 

図表 1-4 1 勤務あたりの拘束時間 

 

 

12時間未満 12～13時間未満 13～14時間未満 14～15時間未満 15～16時間未満 16時間以上

14.82 21.04 38.5% 25.2% 17.2% 7.6% 3.3% 8.2% 2262

男性 14.94 21.52 37.7% 25.7% 17.2% 7.6% 3.3% 8.5% 2159

女性 12.32 2.78 55.3% 15.5% 15.5% 6.8% 3.9% 2.9% 103

29歳以下 12.76 1.58 32.1% 39.6% 15.1% 9.4% 0.0% 3.8% 53

30～39歳 13.40 6.89 34.8% 31.2% 19.4% 6.1% 4.3% 4.3% 279

40～49歳 14.11 27.95 39.3% 25.5% 18.9% 7.7% 3.0% 5.5% 788

50～69歳 15.91 19.34 38.7% 23.7% 15.7% 7.9% 3.5% 10.4% 847

60歳以上 15.28 13.58 40.7% 20.3% 14.9% 7.1% 3.1% 13.9% 295

農林業 13.47 2.06 25.0% 33.3% 16.7% 0.0% 8.3% 16.7% 12

漁業 51.94 59.54 13.3% 33.3% 0.0% 6.7% 0.0% 46.7% 15

建設業 12.11 1.50 54.9% 25.1% 10.2% 7.0% 1.4% 1.4% 215

製造業 12.29 1.79 48.0% 26.0% 17.0% 5.0% 1.7% 2.3% 300

電気・ガス・熱供給・水道業 12.96 3.64 50.0% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0% 16.7% 6

情報通信業 12.57 1.31 37.7% 31.2% 16.9% 9.1% 3.9% 1.3% 77

運輸業，郵便業 19.89 37.83 24.1% 21.6% 18.4% 10.5% 5.6% 19.8% 626

卸売業，小売業 12.28 1.46 42.3% 29.5% 18.9% 6.1% 1.7% 1.4% 359

金融業，保険業 12.43 1.59 33.3% 33.3% 25.0% 0.0% 8.3% 0.0% 12

不動産業，物品賃貸業 12.55 1.60 39.5% 23.7% 21.1% 10.5% 2.6% 2.6% 38

学術研究，専門・技術サービス業 12.61 1.41 37.3% 26.9% 19.4% 10.4% 4.5% 1.5% 67

宿泊業，飲食サービス業 12.52 1.65 38.8% 23.2% 24.1% 8.0% 3.1% 2.7% 224

生活関連サービス業，娯楽業 12.39 1.34 45.5% 29.1% 12.7% 7.3% 3.6% 1.8% 55

教育，学習支援業 11.36 1.00 80.0% 10.0% 10.0% 0.0% 0.0% 0.0% 30

医療，福祉 12.69 3.46 47.5% 19.7% 13.1% 9.8% 4.9% 4.9% 61

複合サービス事業 11.94 1.16 50.0% 40.0% 10.0% 0.0% 0.0% 0.0% 10

サービス業（他に分類されないもの） 14.13 6.86 35.7% 28.6% 13.0% 3.9% 3.2% 15.6% 154

管理的職業従事者 12.25 1.63 45.1% 29.6% 16.3% 6.4% 1.3% 1.3% 233

専門的・技術的職業従事者 12.31 1.51 46.5% 27.4% 14.6% 7.6% 2.1% 1.8% 329

事務従事者 12.44 1.78 42.5% 29.3% 17.7% 6.1% 2.8% 1.7% 181

販売従事者 12.27 1.53 44.2% 28.3% 18.6% 4.7% 2.3% 1.9% 258

サービス職業従事者 12.66 2.22 39.4% 27.2% 18.6% 7.5% 3.6% 3.6% 279

保安職業従事者 17.23 10.52 21.8% 18.2% 10.9% 5.5% 5.5% 38.2% 55

農林漁業従事者 29.80 42.16 18.5% 33.3% 11.1% 3.7% 3.7% 29.6% 27

生産工程従事者 12.24 1.49 50.0% 20.0% 19.3% 7.3% 1.3% 2.0% 150

輸送・機械運転従事者 20.18 39.00 23.3% 21.6% 18.7% 10.7% 5.8% 20.0% 589

建設・採掘従事者 12.05 1.62 59.8% 18.5% 12.0% 6.5% 2.2% 1.1% 92

運搬・清掃・包装等従事者 15.69 16.10 42.0% 23.2% 15.9% 4.3% 2.9% 11.6% 69

1か月 15.04 12.47 27.2% 25.7% 20.8% 11.2% 4.9% 10.2% 938

2か月 13.37 10.13 48.6% 23.4% 15.7% 4.8% 1.9% 5.6% 624

3か月 16.11 27.30 45.3% 26.3% 15.8% 5.8% 1.1% 5.8% 190

4か月 19.41 66.96 42.2% 30.4% 15.6% 2.2% 3.0% 6.7% 135

5か月 13.33 4.86 42.3% 29.8% 12.5% 5.8% 1.0% 8.7% 104

6か月 14.74 12.57 46.9% 22.5% 11.4% 5.9% 3.7% 9.6% 271

合計

注：各事案について1勤務（始業時刻～終業時刻）あたりの拘束時間の平均を算出し、集計したものである。

平均値 標準偏差
事案ごとの平均拘束時間（1日あたり）の分布（％）

n

性
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2）1 か月あたりの拘束時間 

次に、1 か月あたりの拘束時間の集計を行う。1 か月あたりの拘束時間は、評価期間内にお

ける、勤務ごとの拘束時間の数値を合計し、評価期間の月数（1～6 か月）で除したものであ

る。労働時間集計表には、1 か月あたりの拘束時間の記載欄もあるが、ここでは、始業・終業

時刻から計算した値をもとに 1 か月あたりの拘束時間を算出している。 

 

図表 1-5 1 か月あたりの拘束時間 

 

280時間未満 280～300時間未満 300～320時間未満 320時間以上

313.93 55.02 26.7% 23.0% 17.3% 32.9% 2266

男性 314.47 55.51 26.4% 23.1% 17.3% 33.2% 2163

女性 302.51 42.24 35.0% 20.4% 17.5% 27.2% 103

29歳以下 308.93 38.51 22.6% 24.5% 20.8% 32.1% 53

30～39歳 307.34 43.02 26.5% 23.7% 21.1% 28.7% 279

40～49歳 307.84 47.77 29.5% 23.8% 18.4% 28.3% 789

50～69歳 319.59 61.11 24.7% 22.5% 16.1% 36.6% 849

60歳以上 321.01 64.21 26.0% 21.3% 13.9% 38.9% 296

農林業 363.71 80.03 8.3% 16.7% 0.0% 75.0% 12

漁業 414.80 143.10 26.7% 0.0% 0.0% 73.3% 15

建設業 305.38 38.17 25.1% 26.0% 23.3% 25.6% 215

製造業 297.42 37.76 37.0% 29.0% 14.3% 19.7% 300

電気・ガス・熱供給・水道業 287.69 43.79 66.7% 0.0% 0.0% 33.3% 6

情報通信業 296.17 35.56 33.8% 32.5% 18.2% 15.6% 77

運輸業，郵便業 331.60 70.33 19.2% 20.0% 16.9% 43.9% 629

卸売業，小売業 303.63 44.02 32.5% 24.4% 15.6% 27.5% 360

金融業，保険業 302.78 27.02 33.3% 16.7% 25.0% 25.0% 12

不動産業，物品賃貸業 316.09 57.08 34.2% 15.8% 13.2% 36.8% 38

学術研究，専門・技術サービス業 306.73 39.81 29.9% 25.4% 13.4% 31.3% 67

宿泊業，飲食サービス業 318.14 42.64 17.0% 21.0% 20.5% 41.5% 224

生活関連サービス業，娯楽業 315.20 40.47 16.4% 30.9% 20.0% 32.7% 55

教育，学習支援業 288.40 29.59 50.0% 23.3% 10.0% 16.7% 30

医療，福祉 293.89 32.36 42.6% 18.0% 19.7% 19.7% 61

複合サービス事業 293.53 35.36 30.0% 20.0% 40.0% 10.0% 10

サービス業（他に分類されないもの） 317.42 52.74 26.0% 17.5% 20.1% 36.4% 154

管理的職業従事者 302.96 39.25 32.6% 23.2% 19.3% 24.9% 233

専門的・技術的職業従事者 299.20 37.83 35.3% 24.6% 18.8% 21.3% 329

事務従事者 293.93 29.81 33.7% 28.7% 23.2% 14.4% 181

販売従事者 305.78 45.71 31.7% 24.3% 13.5% 30.5% 259

サービス職業従事者 319.71 44.10 16.8% 20.4% 20.4% 42.3% 279

保安職業従事者 332.65 64.90 18.2% 18.2% 18.2% 45.5% 55

農林漁業従事者 378.42 107.26 18.5% 7.4% 3.7% 70.4% 27

生産工程従事者 298.80 38.68 38.0% 25.3% 16.7% 20.0% 150

輸送・機械運転従事者 333.78 72.21 18.2% 20.8% 15.7% 45.3% 592

建設・採掘従事者 305.06 37.37 27.2% 27.2% 16.3% 29.3% 92

運搬・清掃・包装等従事者 314.99 57.90 27.5% 23.2% 11.6% 37.7% 69

1か月 338.21 55.40 3.7% 18.1% 24.8% 53.5% 941

2か月 296.44 42.25 39.6% 29.8% 13.0% 17.6% 624

3か月 292.78 51.84 51.1% 25.3% 10.0% 13.7% 190

4か月 295.55 46.98 49.6% 19.3% 11.1% 20.0% 135

5か月 294.76 40.79 39.4% 30.8% 10.6% 19.2% 104

6か月 301.23 58.48 43.8% 21.7% 12.5% 22.1% 272

合計

注：各事案について評価期間における1か月あたりの拘束時間の平均を算出し、集計したものである。

平均値 標準偏差
事案ごとの平均拘束時間（1か月あたり）の分布
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集計結果を示す（図表 1-5）。1 か月あたりの拘束時間数の平均値は 313.93、標準偏差は 55.02

であった。280 時間未満、280～300 時間未満、300～320 時間未満、320 時間以上の 4 カテゴ

リーで事案数の割合を集計したところ、1 か月あたりの平均拘束時間が 280 時間未満の事案

は 26.7%、280～300 時間未満の事案は 23.0%、300～320 時間未満の事案は 17.3%、320 時

間以上の事案は 32.9%であった。 

業種別・職種別の集計結果について、平均値を見ると、業種別では、「漁業」（414.80 時間）、

「農林業」（363.71 時間）、「運輸業、郵便業」（331.60 時間）で、1 か月あたりの拘束時間が

長い。職種別では、「農林漁業従事者」（378.42 時間）、「輸送・機械運転従事者」（333.78 時

間）、「保安職業従事者」（332.65 時間）で 1 か月あたりの拘束時間が長い。拘束時間「320 時

間以上」の割合は、業種別に見ると、「農林業」（75.0%）、「漁業」（73.3%）、「運輸業、郵便業」

（43.9%）、「宿泊業、飲食サービス業」（41.5%）で高い。職種別に見ると、「農林漁業従事者」

（70.4%）、「保安職業従事者」（45.5%）、「輸送・機械運転従事者」（45.3%）、「サービス職業従

事者」（42.3%）で高い。 

3）労働時間に対する拘束時間の比率 

次に、評価期間における 1 か月あたりの平均拘束時間と、1 か月あたり平均労働時間とを比

較し、労働時間に対する拘束時間の比率（拘束時間／労働時間）を算出した。労働時間は、労

働時間集計表に記載されている評価期間の各月の労働時間をもとに、評価期間における平均

値を算出して用いた。 

拘束時間は、労働時間と休憩時間を合わせたものであることから、拘束時間／労働時間の比

率は、1 以上の値をとる。拘束時間が労働時間と等しい場合は 1 であり、労働時間にカウント

されない拘束時間（不活動時間等）が多くある場合は、拘束時間／労働時間の比率が大きくな

る。 

集計結果（図表 1-6）を見ると、拘束時間／労働時間の比率の平均値は 1.15、標準偏差は

0.16 であった。拘束時間／労働時間の比率を「1.1 未満」、「1.1～1.2 未満」、「1.2 以上」の 3

カテゴリーで事案数の割合を集計したところ、1.1 未満の事案は 48.2%、1.1～1.2 未満の事案

は 35.0%、1.2 以上の事案は 16.7%であった。 

業種別・職種別の集計結果を見ると、拘束時間／労働時間の比率が 1.2 以上の割合は、「漁

業」（53.3%）、「農林業」（41.7%）、「運輸業、郵便業」（32.3%）、「不動産業、物品賃貸業」（21.1%）、

「宿泊業、飲食サービス業」（21.0%）で高い。職種別では、「農林漁業従事者」（44.4%）、「輸

送・機械運転従事者」（34.3%）、「保安職業従事者」（32.7%）で高い。こうした業種・職種に

おいて、労働時間にカウントされない拘束時間（不活動時間等）が多いことがうかがえる。  
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図表 1-6 労働時間に対する拘束時間の比率（拘束時間／労働時間）

 

1.1未満 1.1～1.2未満 1.2以上

1.15 0.16 48.2% 35.0% 16.7% 2266

男性 1.16 0.16 47.5% 35.5% 17.0% 2163

女性 1.11 0.10 63.1% 26.2% 10.7% 103

29歳以下 1.13 0.08 49.1% 37.7% 13.2% 53

30～39歳 1.13 0.11 50.2% 37.6% 12.2% 279

40～49歳 1.13 0.13 53.0% 35.1% 11.9% 789

50～69歳 1.17 0.19 46.3% 33.2% 20.5% 849

60歳以上 1.18 0.21 39.2% 37.2% 23.6% 296

農林業 1.24 0.15 25.0% 33.3% 41.7% 12

漁業 1.41 0.44 26.7% 20.0% 53.3% 15

建設業 1.13 0.06 40.5% 49.8% 9.8% 215

製造業 1.11 0.05 51.7% 46.7% 1.7% 300

電気・ガス・熱供給・水道業 1.10 0.02 50.0% 50.0% 0.0% 6

情報通信業 1.11 0.04 55.8% 39.0% 5.2% 77

運輸業，郵便業 1.22 0.24 37.5% 30.2% 32.3% 629

卸売業，小売業 1.12 0.12 58.6% 33.1% 8.3% 360

金融業，保険業 1.11 0.04 58.3% 33.3% 8.3% 12

不動産業，物品賃貸業 1.16 0.18 57.9% 21.1% 21.1% 38

学術研究，専門・技術サービス業 1.12 0.06 55.2% 37.3% 7.5% 67

宿泊業，飲食サービス業 1.14 0.10 44.6% 34.4% 21.0% 224

生活関連サービス業，娯楽業 1.12 0.10 58.2% 27.3% 14.5% 55

教育，学習支援業 1.09 0.04 80.0% 16.7% 3.3% 30

医療，福祉 1.10 0.07 67.2% 23.0% 9.8% 61

複合サービス事業 1.08 0.03 90.0% 10.0% 0.0% 10

サービス業（他に分類されないもの） 1.14 0.12 51.3% 31.2% 17.5% 154

管理的職業従事者 1.11 0.06 65.2% 30.0% 4.7% 233

専門的・技術的職業従事者 1.11 0.05 53.2% 42.2% 4.6% 329

事務従事者 1.10 0.05 72.4% 23.2% 4.4% 181

販売従事者 1.12 0.12 54.8% 37.1% 8.1% 259

サービス職業従事者 1.14 0.11 47.3% 31.9% 20.8% 279

保安職業従事者 1.19 0.18 40.0% 27.3% 32.7% 55

農林漁業従事者 1.28 0.22 25.9% 29.6% 44.4% 27

生産工程従事者 1.11 0.04 44.0% 53.3% 2.7% 150

輸送・機械運転従事者 1.23 0.26 35.0% 30.7% 34.3% 592

建設・採掘従事者 1.14 0.06 29.3% 54.3% 16.3% 92

運搬・清掃・包装等従事者 1.18 0.18 46.4% 33.3% 20.3% 69

1か月 1.15 0.16 50.9% 32.3% 16.8% 941

2か月 1.15 0.15 46.6% 36.7% 16.7% 624

3か月 1.15 0.17 41.6% 45.3% 13.2% 190

4か月 1.16 0.20 50.4% 28.9% 20.7% 135

5か月 1.14 0.10 44.2% 43.3% 12.5% 104

6か月 1.17 0.19 47.8% 33.5% 18.8% 272

注：各事案について労働時間に対する拘束時間の比率を算出し、その値を集計したものである。
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（３）勤務間インターバルの状況 

1）事案ごとの平均値 

勤務間インターバルは、連続する勤務日について、前の勤務の終業時刻と当勤務の始業時刻

との間隔の時間数として算出した。 

インターバル算出の際には暦日の情報を考慮した。具体的には、勤務日の翌日に始業時刻の

記録がない場合、翌勤務との間のインターバル時間数は計算しない。勤務日の前日に終業時刻

の記録がない場合も、同様に、前の勤務との間のインターバルは計算しない。但し、勤務終了

（終業時刻の記録にある日）と同じ日に次の勤務が開始される場合は（例：7 時～16 時の勤

務の後、同じ日の 23 時から次の勤務開始の場合）、同じ暦日の勤務の間でも、インターバルを

計算した。その上で、事案ごとの平均値の算出では、各事案で勤務間インターバルが 10 以上

観測される場合に集計対象とした（n=2,181）。 

まず、事案ごとの勤務間インターバル（単位：時間）の平均値を示す（図表 1-7）。平均値は

11.53、標準偏差は 1.59 であった。同表では、インターバル平均が 9 時間未満、9～11 時間未

満、11 時間以上にあたる事案割合をあわせて示している。業種・職種による差も示される。9

時間未満の割合は、業種別に見ると、「農林業」（25.0%）、「漁業」（20.0%）、「運輸業、郵便業」

（11.2%）で高く、職種別に見ると、「農林漁業従事者」（21.7%）、「輸送・機械運転従事者」

（11.5%）で高い。事案ごとの勤務間インターバル平均は、就業スケジュールの特性を反映す

るものと考えられる。 
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図表 1-7 勤務間インターバルの事案ごとの平均値 

  

9時間未満 9～11時間未満 11時間以上

11.53 1.59 5.6% 26.9% 67.5% 2181

男性 11.50 1.58 5.6% 27.4% 67.0% 2079

女性 12.21 1.68 4.9% 16.7% 78.4% 102

29歳以下 11.44 1.10 0.0% 32.1% 67.9% 53

30～39歳 11.44 1.50 5.4% 31.2% 63.4% 276

40～49歳 11.52 1.52 5.3% 27.0% 67.7% 775

50～69歳 11.55 1.60 6.1% 25.8% 68.1% 803

60歳以上 11.63 1.92 6.2% 24.5% 69.3% 274

農林業 10.68 2.27 25.0% 16.7% 58.3% 12

漁業 10.71 1.81 20.0% 20.0% 60.0% 10

建設業 11.94 1.21 1.4% 17.8% 80.8% 214

製造業 11.65 1.36 3.7% 24.7% 71.7% 300

電気・ガス・熱供給・水道業 12.28 1.21 0.0% 0.0% 100.0% 5

情報通信業 11.46 1.24 3.9% 29.9% 66.2% 77

運輸業，郵便業 11.02 1.83 11.2% 35.0% 53.8% 563

卸売業，小売業 11.73 1.46 3.3% 23.7% 73.0% 359

金融業，保険業 11.61 1.36 0.0% 33.3% 66.7% 12

不動産業，物品賃貸業 11.40 1.40 5.3% 34.2% 60.5% 38

学術研究，専門・技術サービス業 11.36 1.39 3.0% 28.4% 68.7% 67

宿泊業，飲食サービス業 11.51 1.57 5.4% 31.7% 62.9% 224

生活関連サービス業，娯楽業 11.69 1.35 3.6% 21.8% 74.5% 55

教育，学習支援業 12.63 0.96 0.0% 10.0% 90.0% 30

医療，福祉 12.61 1.96 1.7% 15.0% 83.3% 60

複合サービス事業 12.09 0.98 0.0% 10.0% 90.0% 10

サービス業（他に分類されないもの） 11.72 1.55 4.2% 22.9% 72.9% 144

管理的職業従事者 11.74 1.30 3.4% 22.4% 74.1% 232

専門的・技術的職業従事者 11.78 1.42 2.1% 24.6% 73.3% 329

事務従事者 11.61 1.20 2.8% 26.3% 70.9% 179

販売従事者 11.80 1.44 3.5% 21.4% 75.1% 257

サービス職業従事者 11.57 1.61 5.0% 28.4% 66.5% 278

保安職業従事者 11.46 1.95 8.9% 33.3% 57.8% 45

農林漁業従事者 10.70 1.98 21.7% 21.7% 56.5% 23

生産工程従事者 11.74 1.37 2.7% 24.7% 72.7% 150

輸送・機械運転従事者 11.00 1.86 11.5% 35.0% 53.5% 531

建設・採掘従事者 12.07 1.24 1.1% 14.3% 84.6% 91

運搬・清掃・包装等従事者 11.61 1.77 6.1% 24.2% 69.7% 66

1か月 11.11 1.58 9.1% 34.1% 56.8% 892

2か月 11.85 1.49 2.8% 22.5% 74.7% 612

3か月 11.90 1.46 2.2% 21.2% 76.6% 184

4か月 11.74 1.91 4.6% 18.3% 77.1% 131

5か月 11.63 1.40 2.0% 25.3% 72.7% 99

6か月 11.82 1.53 4.6% 21.3% 74.1% 263

注：事案ごとに評価期間における勤務間インターバルの平均を算出し（単位：時間）、集計したものである。
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2）勤務間インターバルの確保に係る状況 

勤務間インターバルについては、事案ごとの平均値では情報量としてやや不十分である。平

均的なインターバル時間とともに、一定の勤務間インターバル（11 時間、9 時間等）を確保で

きない日がどのくらいあるかが、労働者の健康確保にとって重要と考えられる。そこで、事案

単位の集計ではなく、勤務日を単位として、事案において勤務間インターバルがどのような状

況にあったのかを集計する。事案によって評価期間や勤務日数が異なることから、統計量算出

に用いるインターバルの数が異なっていることに留意して結果を読む必要がある。 

まず、対象事案における勤務間インターバル（単位：時間）の分布をヒストグラムとして示

す（図表 1-8）。これは、対象事案における全ての勤務間インターバル（n=103,252）がどのよ

うに分布しているのかを示したものである。11 時間台に分布の中心があるが、一定のちらば

りがあり、短いインターバルの日もあることがうかがえる。 

 

図表 1-8 事案における勤務間インターバルの分布 

 

評価期間における各インターバルがどのような状況にあるか、平均値・標準偏差のほか、9

時間未満、9～11 時間未満、11 時間以上である割合を集計した（図表 1-9）。全体で見ると、

勤務間インターバル（単位：時間）の平均値は 11.78、標準偏差は 3.03 であり、インターバル

が 9 時間未満の日は 12.3%、9～11 時間未満の日は 24.6%、11 時間以上の日は 63.1%であっ

た。 
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図表 1-9 勤務間インターバルの集計（勤務を単位とした集計） 

  

9時間未満 9～11時間未満 11時間以上

11.78 3.03 12.3% 24.6% 63.1% 103252

男性 11.75 3.02 12.5% 24.8% 62.7% 98488

女性 12.41 3.00 8.6% 19.2% 72.2% 4764

29歳以下 11.34 2.65 12.8% 37.1% 50.1% 2278

30～39歳 11.78 2.99 12.6% 24.9% 62.4% 12656

40～49歳 11.75 3.01 12.0% 24.8% 63.2% 37334

50～69歳 11.78 3.09 13.0% 23.8% 63.2% 38209

60歳以上 11.92 2.95 11.1% 23.2% 65.7% 12775

農林業 11.24 2.58 16.6% 24.4% 59.0% 471

漁業 11.03 4.13 26.8% 19.9% 53.3% 347

建設業 12.19 2.44 6.3% 17.8% 76.0% 10266

製造業 11.99 2.62 10.1% 23.1% 66.8% 13673

電気・ガス・熱供給・水道業 12.13 2.51 10.1% 23.1% 66.8% 286

情報通信業 11.58 3.05 14.8% 28.3% 56.9% 3385

運輸業，郵便業 11.25 3.57 19.7% 26.8% 53.5% 26413

卸売業，小売業 12.02 2.76 8.8% 22.4% 68.8% 17623

金融業，保険業 12.41 3.23 9.7% 29.3% 61.0% 598

不動産業，物品賃貸業 11.71 2.87 15.1% 23.4% 61.5% 1757

学術研究，専門・技術サービス業 11.42 2.75 14.8% 28.0% 57.2% 2949

宿泊業，飲食サービス業 11.67 2.77 10.2% 32.6% 57.2% 10804

生活関連サービス業，娯楽業 11.72 2.78 11.9% 24.0% 64.1% 2766

教育，学習支援業 12.89 2.86 3.4% 16.3% 80.3% 1821

医療，福祉 12.69 3.33 7.5% 20.2% 72.3% 2722

複合サービス事業 11.97 2.68 10.3% 17.5% 72.2% 497

サービス業（他に分類されないもの） 11.92 3.08 10.8% 23.4% 65.8% 6835

管理的職業従事者 11.89 2.56 8.4% 26.6% 65.0% 12208

専門的・技術的職業従事者 12.09 2.87 9.8% 22.6% 67.6% 15278

事務従事者 11.85 2.63 10.3% 24.4% 65.3% 7524

販売従事者 12.10 2.89 8.4% 23.3% 68.3% 12631

サービス職業従事者 11.64 2.80 11.7% 30.0% 58.3% 13332

保安職業従事者 11.95 3.82 13.3% 24.4% 62.4% 1700

農林漁業従事者 11.12 3.21 21.0% 23.4% 55.7% 911

生産工程従事者 12.14 2.58 8.7% 20.3% 71.1% 7433

輸送・機械運転従事者 11.24 3.62 20.3% 26.5% 53.2% 24772

建設・採掘従事者 12.28 2.31 5.4% 14.1% 80.5% 4202

運搬・清掃・包装等従事者 11.76 3.25 15.0% 18.1% 66.9% 3261

1か月 11.19 3.08 17.6% 29.9% 52.5% 19189

2か月 11.97 2.94 10.0% 22.7% 67.3% 23950

3か月 12.02 2.83 10.2% 22.1% 67.7% 10588

4か月 11.82 3.06 11.7% 23.3% 65.0% 10010

5か月 11.74 2.76 10.0% 24.7% 65.3% 9550

6か月 11.91 3.15 12.5% 23.9% 63.6% 29965

注：観測数（n）は、事案数ではなく、各事案で観測された勤務間インターバルの数の合計である。
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業種による違いを見ると、「漁業」（26.8%）、「運輸業、郵便業」（19.7%）において、勤務間

インターバルが 9 時間未満の日の割合が相対的に高い。9～11 時間未満の数値をあわせて読

むと、こうした業種の他、「情報通信業」、「学術研究、専門・技術サービス業」、「宿泊業、飲

食サービス業」などでも、勤務間インターバルを 11 時間以上確保できていない日の割合が相

対的に高い。職種による違いを見ると、「農林漁業従事者」、「輸送・機械運転従事者」、「サー

ビス職業従事者」で、勤務間インターバルが 11 時間未満である日の割合が高い。 

 

４．考察 

本研究で対象とした労災認定事案は、長時間労働であること以外にも、拘束時間の長い勤務、

勤務間インターバルの短い勤務が一定程度あることに特徴があった。こうした働き方は、労働

者の休息時間を著しく制約するものである。また、拘束時間、勤務間インターバルの状況には、

業種・職種による差が大きく、特定の業種・職種で課題が大きいことも示された。 

拘束時間について、1 勤務あたりの平均拘束時間は、平均 14.82 時間であったが、「16 時間

以上」の事案が 8.2%を占めるなど、1 勤務あたりの平均拘束時間が長い事案も一定数見られ

た。「漁業」、「運輸業、郵便業」等の業種や、「農林漁業従事者」、「輸送・機械運転従事者」、

「保安職業従事者」等の職種で 1 勤務あたりの拘束時間が長い。これは、不活動時間等が長い

といった業務特性を示していよう。1 か月あたりの拘束時間は、平均 313.93 時間であり、320

時間以上の事案が 32.9%を占めていた。「農林業」、「漁業」、「運輸業、郵便業」、「宿泊業、飲

食サービス業」等の業種、「農林漁業従事者」、「輸送・機械運転従事者」、「保安職業従事者」、

「サービス職業従事者」等の職種において拘束時間が長い。これらの業種・職種では、労働時

間に対する拘束時間の比率も高い傾向にあった。拘束時間が長い業種・職種は、労働時間（時

間外労働時間）が長い業種・職種と重なる傾向があるものの、労働時間に対する拘束時間の比

率も高いことから、労働時間の長さとともに、労働時間にカウントされない拘束時間（不活動

時間等）が長いことにも特徴があることがうかがえた。 

評価期間における勤務間インターバルの状況は、全体では、9 時間未満の日が 12.3%を占め、

9～11 時間未満の日を合わせると、36.9％が 11 時間未満の日であった。労災認定事案におい

て一定の勤務間インターバルを確保できていない日が多くあることがうかがえた。9 時間未満

の日が占める割合を業種別に見ると「漁業」、「運輸業、郵便業」などの業種で高く、職種別で

は、「農林漁業従事者」「輸送・機械運転従事者」等で高い。9～11 時間未満の割合を合わせる

と、11 時間未満の日が占める割合は、上記の業種・職種に加え、「情報通信業」、「学術研究、

専門・技術サービス業」、「宿泊業、飲食サービス業」等の業種、「サービス職業従事者」等の

職種でも高い。勤務間インターバルの確保について、特定の業種・職種で課題が大きいことが

示されている。 

本研究は一定の限界をともなっている。一つは、労働時間集計表データの欠損等（部分的な

欠損、読解不能を含む）により扱えていない事案があることである。また、データ処理につい



 

－25－ 

ても、改善の余地があり、引き続き研究を行う必要がある。 

 

５．結論 

本研究で対象とした脳・心臓疾患の労災認定事案は、長時間労働事案が多くを占めるが、同

時に、拘束時間が長い事案、勤務間インターバルが短い事案が少なくない。こうした働き方は、

休息時間を制約し、働く者の健康を著しく悪化させるものであろう。過労死等防止の観点から

は、長時間労働の防止はもちろんのこと、働く者の健康を損なわせる働き方について多角的に

考察し、問題に対処することも求められる。あわせて、拘束時間の長い勤務、勤務間インター

バルの短い勤務は、特定の業種・職種に偏って存在している面もあり、その背景には、営業時

間や業界の慣行など業態的な要因が関わると推測される。働く者の健康確保に向けて、実態を

ふまえた過重労働の是正策が求められる。 
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